
令和 2年 10月２日 

 
 日本学術会議会長 殿 
 

課題別委員会設置提案書 

 

 日本学術会議が、科学に関する重要事項、緊急的な対処を必要とする課題について審議

する必要があるので、日本学術会議の運営に関する内規第 11条第 1項の規定に基づき、下

記のとおり課題別委員会の設置を提案します。 

 

記 

 
１．提案者   梶田 隆章（会長） 
 
２．委員会名  防災減災学術連携委員会 

 
３．設置期間  幹事会承認日から令和 3年 3月 31日 
 

４．課題の内容 

 （１）課題の概要 

 日本および世界の防災減災が喫緊の課題となっている。防災減災・災害復興の推進に

は、地震、津波、火山、活断層、地球観測、気象、地盤、耐震工学、耐風工学、機械制

御工学、水工学、火災、防災計画、防災教育、救急医療、看護、環境衛生、都市計画、

土木、建築、農山漁村計画、森林、海洋、地理、経済、情報、エネルギー、歴史、行政

など、多くの研究分野が関係する。 

 一方、学問の世界は専門分化がすすみ、他の専門の活動に関心が薄れ、他分野の研

究・活動を暗黙に信頼することが多くなり、重要な議論はそれぞれの分野内で行われが

ちである。加えて、全体を統合する力も弱くなっている。防災対策は、専門分野の枠を

こえて、理工系だけでなく社会経済や医療も含めて総合的かつ持続的に取り組む必要

がある。これらの研究は専門分野ごとに深めるだけでなく、異なる分野との情報共有や

平常時の交流を活発化させる必要がある。さらに、研究成果が国や地域の防災・減災対

策に反映されるように、行政組織との連携を取ることも求められている。  

 東日本大震災を契機に、日本学術会議土木工学・建築学委員会が幹事役かつ要になり

「東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会」を平成 23年に設立し、30学会によ

る学術連携が進められてきた。 

 日本学術会議は、平成 26年２月に「緊急事態における日本学術会議の活動に関する

指針」を制定した。これに則り、第 23 期の平成 27 年７月に日本学術会議幹事会附置

委員会として「防災減災・災害復興に関する学術連携委員会」が設置され、平成 27年

８月の組織変更により課題別委員会の一つとなり、「自然環境・ハザード観測、防災・

減災、救急・救助・救援、復旧・復興の研究に関わる日本学術会議協力学術研究団体を



含めた国内外の学術団体や研究グループとの平常時、緊急事態時における連携の在り

方について検討すること」を目的として活動してきた。この活動は委員会名称を「防災

減災学術連携委員会」に変更して第 24期に継続している。 

 日本学術会議を要に進められてきた 30学会による学際連携は、本委員会の設置と呼

応するように、地震や津波だけでなく多くの自然災害への防災減災・災害復興を対象に

して、より広い分野の学会の参画を得ながら、研究成果を災害軽減に役立てるため、平

成 28年１月に発展的に「防災学術連携体」として創設され、令和２年９月時点で 58学

会が参加している。 

 本委員会は、この防災学術連携体と連携して平常時から学会間の連携を深め、大災害

等の緊急事態時には、学会間の緊急の連絡網として機能するべく備え、平常時から政

府・自治体・関係機関との連携を図り、防災減災に役立てると共に、緊急事態時に円滑

な協力関係が結べるように備える活動を行う。大災害への備えと対応は長期にわたる

ため、本委員会は基本的に継続性のある活動が必要である。 

 

 （２）審議の必要性 

日本学術会議は先に述べたように、東日本大震災の体験を経て、大規模自然災害の発

生時など緊急事態時において、学術の知見を的確に活用することが必要との観点から

「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針」(平成 26年 2月 28日日本学術

会議第 188回幹事会決定)を作成した。その中で、緊急事態時には、幹事会を中心とし

た緊急事態対策委員会を設置して、声明･提言等の表出、政府への協力や連携、社会と

の連携、さらに関連分野の研究者との幅広い連携を行うことを定め、本委員会の活動を

開始した。 

特に、日本学術会議が関連分野の研究者、あるいは学協会と連携して活動すること

は、政府や社会との協力や連携の基盤となるものである。このような観点から、本委員

会は防災減災・災害復興に関して、防災学術連携体などの自然環境･ハザード観測、防

災･減災、救急・救助・救援、復旧･復興の研究に関わる日本学術会議協力学術研究団体

を含めた国内外の学術団体や研究グループとの平常時、緊急事態時における連携の在

り方について、検討する必要がある。 

 本委員会は、自然災害の発生時に緊急に行動を開始する必要があり、第 24期から第

25期の間に空白の期間がないことが望まれる。さらに第 25期初頭に計画している公開

シンポジウム及び学術フォーラム（予定）の主催母体になっていることもあり、第 25

期の初めに６ヶ月の期間を限定してでも本委員会の設置が必要である。日本学術会議

の第 25期の体制が整った段階で、ここで述べている防災に関わる学術連携を支える新

たな形の委員会の設置が必要と考える。 

 

 （３）日本学術会議が過去に行っている検討や報告等の有無 

 戦後に設立された日本学術会議は、人々が安心して暮らせる安全な国土と社会を構

築することにおいても大きな役割を持ち、国内に生じた大きな自然災害の度に重要な

提言を発表し、これに応えて産官学は研究開発を進め、徐々にではあるが同じ災害は起



きないようにとの努力を続けてきた。大震災・豪雨災害・津波災害などの後に自然災

害・防災・復旧復興に関する提言が多く発出されている。 

 

 （４）政府機関等国内の諸機関、国際機関、他国アカデミーの関連する報告等の有無 

① 本委員会の活動の源流は、東日本大震災の後に日本学術会議を要として活動してき

た防災に関わる学会連携「東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会」であり、

2012 年５月には学会連携の防災に関わる提言を発し、国土交通大臣、文部科学大臣

などに手交した。 

② 平成 26 年 11 月の防災に関わる仙台会議では、英文の声明をまとめ、世界に発信し

た。 

③ 平成 28 年４月 14 日と 16 日に起きた熊本地震災害の後、４月 18 日に防災学術連携

体の学会とともに共同記者会見を行い、５月２日に緊急報告会を開催し、７月 16 日

に３ヶ月報告会、平成 29年４月には一周年報告会を熊本県庁にて開催した。 

④ 平成 28 年５月 10 日に、熊本地震に関する見解を世界に発信するために、日本学術

会議会長の英文談話を、防災学術連携体代表幹事とともに発表した。 

⑤ 平成 30 年７月 16 日に、日本建築学会会議室にて「西日本豪雨災害緊急集会」を開

催した。防災減災学術連携委員会、土木工学・建築学委員会、防災学術連携体から 32

名が参加し、西日本豪雨による被害状況、今後の対策について、報告・意見交換を行

った。 

⑥ 平成 30 年７月 22 日に、日本建築学会会議室にて「西日本豪雨・市民への緊急メッ

セージ」の記者発表を行った。 

⑦ 平成 30 年９月 10 日に、日本学術会議講堂にて「西日本豪雨災害の緊急報告会」を

開催した。また、直近に発生した台風 21 号および北海道胆振東部地震についても緊

急の概要報告を行った。 

⑧ 令和元年 12月 24日に、日本学術会議講堂にて「令和元年台風第 19号に関する緊急

報告会」を開催した。日本学術会議大会議室、大阪常翔ホールにてインターネットに

よる同時中継を行い、講演者、聴講者、報道関係者をあわせて 720 名の参加があっ

た。 

⑨ 令和２年５月１日に、本格的な雨季を迎える前に、新型コロナウィルスの感染につ

いて予断を許さない状況が続いているなかで、自然災害が発生すると複合災害に至る

恐れがあり、今まで以上の備えが必要なことを、防災学術連携体幹事会から市民への

緊急メッセージとして伝えた。 

 

（５）各府省等からの審議依頼の有無 

① 内閣府のもとに設けられた防災推進国民会議は、我が国の主要な約５０の団体、組

織の長が議員に就任しているが、学術分野では、日本学術会議会長と防災学術連携体

代表幹事の２名が議員を務めている。本委員会はこの活動を支える重要な機能を有し

ている。 



② 防災減災・災害復興には多くの市町村、都道府県から府省まで多くの行政が関わっ

ている。これらから直接の依頼はないが、本委員会の活動ではこれらの行政と常に連

携をとる必要があり、これまでも連絡を取りながら活動している。 

③ 平成 29年６月２日に、防災に関係する府省庁の関係機関との意見交換会を初めて開

催。 

④ 平成 30年６月５日に、学術と行政の平常時の連携を強めるとともに緊急時の連携を

図ることを目的として、防災減災学術連携委員会、防災学術連携体、内閣府防災担当、

府省庁の防災関係者と「第１回防災に関する日本学術会議・学協会・府省庁の連絡会」

を開催。 

⑤ 令和元年６月 13日に「第２回防災に関する日本学術会議・学協会・府省庁の連絡会」

を開催。 

⑥ 令和２年７月 15日に「第３回防災に関する日本学術会議・学協会・府省庁の連絡会」

を計画していたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため延期。 

⑦ 平成 28 年８月 28 日に東京大学安田講堂で開催された第 1 回防災推進国民大会にお

い第１回 防災学術連携シンポジウム「52 学会の結集による防災への挑戦-熊本地震

における取組み-」開催した。熊本地震における現象、被災状況等を解説するととも

に、防災に関わる先端的技術・研究を、一般市民を対象として分かりやすくビジュア

ルに紹介した。日本学術会議及び各学会の研究者が揃い、防災学術連携体の紹介と学

会連携で日本の防災力を高めていくことを宣言した。 

⑧ 平成 29 年 11 月 26 日に仙台国際センターで開催された第２回防災推進国民大会に

おいて、日本学術会議公開シンポジウムを開催した。団体別セッション「衛星情報・

地理情報と防災イノベーション」、連携セッション「衛星情報・地理情報を防災に生

かそう」の２つのセッションを開催した。第２回防災推進国民大会に合わせて、仙台

ぼうさいこくたい憲章が発表された。この執筆にも協力した。 

⑨ 平成 30 年 10 月 13 日、14 日に東京ビッグサイトで開催された第３回防災推進国民

大会において、日本学術会議公開シンポジウム「あなたが知りたい防災科学の最前線

－首都直下地震に備える－」を開催した。市民、専門家、行政関係者を合わせて、500

名を超える参加があった。 

⑩ 令和元年 10 月 19 日、20 日に名古屋市ささしまライブ 24 エリアで開催された第 4

回防災推進国民大会において、日本学術会議公開シンポジウム「あなたが知りたい防

災科学の最前線-激化する気象災害に備える-」と題したセッションを開催した。市民、

専門家、行政関係者を合わせて、150名を超える参加があった。 

 
５．審議の進め方 

 （１）課題検討への主体的参加者 

 第一部、第二部および第三部の多くの分野の専門家が必要である。防災減災に関連す

る第三部関係の専門家が相対的に多くなるであろうが、分野横断的な議論ができる構

成とすることが必要である。 

 

 （２）必要な専門分野及び構成委員数 



 多くの専門分野から選出する会員、連携会員、計 25名以内。 

 

 （３）中間目標を含む完了に至るスケジュール 

① 内閣府のもとに設けられた防災推進国民会議の学術分野からの議員として日本学術

会議会長と防災学術連携体代表幹事が議員を務めており、この活動を充実させる必要

がある。 

② 令和２年 10 月３日に広島と東京を拠点としてインターネットを利用して開催され

る第５回防災推進国民大会において、本委員会と防災学術連携体との共同主催によ

り、公開シンポジウムを開催する。 

③ 令和３年１月 14日に学術フォーラム「東日本大震災からの十年とこれから」（予定）

を実行する。 

④ 防災学術連携体と協力して令和２年度及び３年度の防災減災・災害復興に関わる分

野の活動計画を立てる。 

⑤ 本委員会は、先にも述べたが「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針」

に対応した活動を行っており、日本学術会議を要にして進む学会の垣根を超えて多く

の学会が参加する学術連携を継続的に行う必要がある。ただし、現状の組織は、３年

が期限の課題別委員会であり若干不安定である。災害対策は長期に亘るため、この６

ヶ月の期限の間に安定的な委員会の仕組みを検討する。 

 

６．その他課題に関する参考情報 

  以下の事項について、必要な審議を行う。 

１．「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針」に基づく、「防災学術連携

体」などの災害研究学術団体等との緊急事態における連携に関する事項 

２．「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針」に基づく、「防災学術連携

体」などの災害研究学術団体等との平常時からの連携に関する事項 

３．平常時、緊急事態時における、日本学術会議及び「防災学術連携体」などの災害研

究学術団体等と、政府関係機関との協力・連携の在り方に関する事項 


